
ご質問への回答（全２問）

Q1.10ページ目の短時間労働者の要件は①～④のいずれかに
該当する場合ですか？すべてに該当する場合ですか？

A. ①～④のすべてに該当する場合となります。
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令和7年度健康保険委員研修会



Q2.14ページ目について、所定内賃金8.8万円に含まない賃
金について教えてほしいです。残業代や割増賃金は含まれ

    ますか？

A. 予め決まっている賃金が対象となりますので、残業代や
割増賃金は該当になりません。なお、常に残業が発生してい
る場合などは、該当となる場合がありますので、詳しくは日
本年金機構へお問い合わせ願います。
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短時間労働者の適用について詳しくはこちら
▼「社会保険加入の要件」

厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト
▼「年金Q＆A（厚生年金）」

日本年金機構ホームページ
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